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論文審査の結果の要旨 

１．論文の概要 

 課程博士の学位を申請した水野正夫氏の学位論文「独立企業原則の展開と相互協議―移転価格税制が周辺税法領

域に及ぼす影響と二重課税の排 

除―」（以下「本論文」という。）は、移転価格税制それ自体ではないがこれと一定の関連性を持つ周辺税法領域

において生ずる国際的二重課税の問題について、その解決のための基礎的な理論的枠組みと法的手続を提示しよう

とするものである。これを考察の観点に関して若干敷衍すると、本論文の目的は、①移転価格税制の理論的支柱で

ある独立企業原則が、同税制の周辺にある国外関連者に対する寄附金課税、関税評価及び第二次調整の各制度にお

いてどのような意味を持ち、どのように展開されているかを実体法の観点から考察しその基礎理論を構築すること

と、②上記各制度の適用の結果生ずる国際的二重課税の問題を手続法の観点から考察し、租税条約上の紛争解決手

続である相互協議の俎上に乗せるための解釈論を展開することにある（第１章）。 

 第２章では、移転価格税制と寄附金税制との関係を対象にして、両者を全く異なる制度として捉えてきた従来の

議論（その帰結は寄附金課税を相互協議の対象から除外することにある。）を批判的に検討し、両者を国際的所得

移転防止税制として位置づけた上で、それぞれの基礎にある独立企業原則と経済的合理性基準を「異質なもの」と

してではなく「関連者間の取引を市場における自由な経済活動を前提とした経済的合理性を判断する、という意味

において」統合して捉えることによって、独立企業原則を寄附金税制へも展開し、寄附金課税を移転価格課税と並

んで租税条約上の特殊関連企業条項の射程内にみて相互協議の対象とする、という解釈を導き出している。 

第３章では、移転価格税制と関税評価制度との関係を対象にして、両者の相違から生ずる二重課税問題を解決す

るために、両者の統合ないし接近の議論を、とりわけ納税者の観点から検討している。移転価格税制と関税評価制

度との統合・接近の議論として主に世界税関機構（WCO）の議論、とりわけ販売に係る状況の検討テストに関する

提言を検討しているが、その前提作業として、移転価格税制と関税評価制度の「基本思想」を明らかにするために

国際経済法の規律原理として「国際経済活動の自由化」と「公正な競争条件の確保」を取り上げ、それぞれと国際

課税の関係を検討することによって「法的安定性の確保・私的自治の尊重≒国際経済活動の自由化 vs.課税上の公

平≒公平な競争条件の確保」という対立の図式を示した上で、この図式を関税評価における正常価格算出の理論と

しての実際価格説と正常価格算出説の対立に当てはめ、両説の妥協・調和を関税評価協定がどのような「法技術」

によって実現しようとしているかを詳細に検討し、その結果を移転価格税制に関する上記の対立の妥協・調和に照

らし合わせている。そうすることによって、移転価格税制と関税評価協定の基準が、独立企業原則の（関連者間の

取引を非関連者間の取引というレンズを通してその経済的合理性を判断するという）本質の点で共通性ないし「接

点」を有していることを明らかにし、独立企業原則を関税評価制度へも展開しているが、これは、「私的自治の尊

重」を重視して国際的二重課税問題を防止し、もって国際経済活動の自由化を図ろうとする試みである。 

第４章では、移転価格税制に基づく課税（第一次調整）と第二次調整（移転価格課税と関連企業間での現実の利

益配分との調整＝辻褄合わせ）との関係を対象にして、第二次調整がみなし配当課税等の追加的課税を伴う場合そ

の第二次調整は、第一次調整において相互協議に基づく対応的調整により二重課税が排除されたとしてもその効果

を帳消しにしてしまう、すなわち、二重課税を追加的に発生させてしまうこと（「有害な」第二次調整）を問題視

し、その問題を解決しようとしている。その検討の結果、わが国が第二次調整を採用するか否かについては、有力



 

な学説に従い、私的自治の尊重の観点から、否定的な見解を示し、移転価格課税と現実の利益配分との調整（辻褄

合わせ）を利益の社外流出という処理により行い追加的課税を行わないこととしている現行法の立場を支持してい

る。他方、課税を伴う第二次調整を採用している外国における追加的課税による二重課税については、資金の返還

に関する納税者と税務当局との合意と組み合わせて相互協議による解決を図る旨のOECDやEUの提言を、租税条約の

目的の見地から支持している。 

第５章では、以上の各章での検討を踏まえ、移転価格税制の周辺税法領域における二重課税の問題を解決するた

めの相互協議の活用について手続法の観点から検討を加え、租税条約の相互協議条項が定める「条約の規定に適合

しない課税」の意義に関して「特殊関連企業条項違反説」を批判的に検討し、租税条約の目的の見地から、「独立

企業原則配分機能阻害説」に基づき相互協議の対象を移転価格課税による二重課税に限定せずその周辺領域におけ

る二重課税にも拡大する見解（移転価格課税非限定説）を支持する解釈論を展開している。 

２．論文の評価 

 本論文は、主に以下の点で高く評価することができる。 

 第１に、本論文の着眼点及び構想力には優れた独創性が認められ、そこには移転価格税制を専門とする水野氏の

実務経験が活かされているように思われる。すなわち、移転価格税制については各国においてその歴史は長く特に

独立企業間価格の算定方法や二重課税の排除方法を中心に膨大な研究が蓄積されているが、本論文は、その周辺税

法領域においても二重課税が実務上とりわけ納税者の立場からみて深刻な問題になっているにもかかわらず、その

問題解決のための研究，特に包括的な研究がほとんどみられない現状に鑑み、一見すると無関係に思われる寄附金

税制・関税評価制度・第二次調整制度の各分野を移転価格税制と関連づけて取り上げ、実体法の観点からは独立企

業原則を基礎理論的に検討し上記各分野において展開し、手続法の観点からは相互協議を解釈論・立法論的に検討

するものである点において、水野氏の実務経験に基づくオリジナリティに富む研究の成果であると考えられる。 

 第２に、上記の評価にも関連するが、本論文は、移転価格税制の理論的支柱である独立企業原則を、総論的には

「関連者間の取引を非関連者間の取引というレンズを通して合理性を判断する枠組み」として経済的合理性基準と

同じ意味内容において捉えた上で、各論的には前記各分野においてそれぞれ固有の問題状況に即して展開してお

り、独立企業原則に関する基礎理論の探究及び同原則の具体化のための研究の発展に大いに貢献するものである。

その意味では、本論文は、移転価格税制の周辺税法分野に関する研究ではあるが、同税制それ自体に関する（基礎

理論的）研究としても有意義なものである。さらには、特に関税評価制度との関係に関する検討は、最近注目され

ている国際経済法と国際租税法の関係に関する研究の一環としても有益である。 

 第３に、前記各分野において生ずる国際的二重課税が納税者にとって深刻な問題であることに鑑みると、本論文

は、租税条約上の特殊関連企業条項や相互協議条項を文理に則して形式的に解釈するのではなく租税条約の目的に

照らして実質的に解釈することによって、二重課税問題を解決し納税者の権利救済を図ろうとする点で、実践的な

意義を有し、水野氏が税理士として携わっている国際税務の改善にも貢献するものである。また、租税条約の解釈

において必ずしも文理解釈に拘らず納税者の法的救済のために目的論的解釈を重視する態度をとっているが、この

態度は租税条約の目的及び性格の観点からみて妥当であり租税条約の解釈論の深化に貢献するものと思われる。 

 第４に、水野氏は税理士業務に携わりながら研究を進めるために、入念かつ具体的な研究計画に従って前記各分

野について概ね年度ごとにそれぞれ研究成果を独立の論文として日本税法学会の機関誌「税法学」（577号（2017

年）、581号（2019年）、583号（2020年））に公表し、最後にそれらの論文を相互に調整しつつ（引用文献の最新

化を含む。）第５章を執筆し全体を統括するという手法により本論文を完成させたが、このことは水野氏の優れた

研究遂行能力を示すものである。 

 第５に、本論文は、基礎理論を明らかにしその上に解釈や立法的提言を積み上げていくという形で執筆されてお

り、論旨が一貫し明快である。しかも、多数の文献等を参照し、論証のために必要かつ重要と思われるものについ

てはできるだけ原文をそのまま引用した上で水野氏自身の理解やコメントを付しながら論証を進めるという極めて

手堅い手法を採用している。この論証手法は本論文の考え方に説得力を持たせるとともに、研究倫理の観点からみ

て先行研究に適切な敬意を払うものである。 

なお、本論文についてはiThenticateの審査結果が類似率39％と比較的高いものとなったが、その主な原因が上

記の論証手法にあることは明らかである。注記の内容等に照らしても、本論文に剽窃はないことを確認した。 

本論文には、最後に今後の課題として述べられているとおり、経済的合理性基準の意義等なお検討すべき課題は

あるが、全体としては完成度の高い論文と認めることができることから、論文審査担当者は一致して、本論文が博

士（法学）の学位授与に値するとの結論に至った。                          以上 

 


